
PISAの浸透構造に関する比較教育学研究

日本とノルウェーにおける全国カリキュラムに着目して

佐 藤 仁＊

１．研究の目的

OECDによる国際学力調査（Programme for International Student Assess-

ment, PISA）が各国の教育政策・制度に大きな影響を与えていることは、様々

な研究によって明らかにされてきた。例えば、PISAを契機として各国で類似

する教育政策が構築されている現象を説明する「同型化」（isomorphism）の

進行（Meyer and Aaron ２０１３）、PISAを通して OECDが各国の教育政策に影

響を及ぼす「柔らかなガバナンス」（soft−governance）の存在（Martens et al.

２０１０）等が指摘されている。また、「外在化」（externalization）や「馴化」（do-

mestication）といった教育借用をめぐる枠組みを活用し、各国が PISAをどの

ように捉え受容していったのかという国内の教育政策過程を精緻に分析した研

究（例えば、Alasuutari ２０１３）も進められており、多層的な研究成果が蓄積さ

れている。

これらの研究成果を踏まえた上で、本稿では PISAを教育内容を規定する一

つの「規範」（norm）と捉え、その規範が教育政策や教育現場に浸透していく構

造に着目する。国際関係論において、規範とは、「共通のアイデンティティを

持つ行為者にとって適切とされる行動の基準」（Finnemore and Sikkink １９９８，
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p．８９１）と定義される。グローバルな文脈における規範を想定した場合、それ

は国際法や条約といった強い法的性格を持つ規範だけを指すのではなく、「暗

示的、非公式的に国家や非国家アクターの行動を規律するルールやパターン、

モラル的原則、慣習なども含まれる」（毛利 ２０１１、１３１頁）。６５カ国・地域と

いう少なくない数が PISAに参加している点、そして各国の教育政策に大きな

影響を及ぼしている点から、PISAもグローバルに機能する規範の一つとして

位置づけることは可能であろう。

PISAを規範と位置づけた場合、そこには大きく二つの特徴が見えてくる。一

つは、PISAの結果が規範（ランキングや OECD平均点、さらには点数と調査

項目の関係性）となり、それに基づき教育改革が進められるという点である。

教育システムが数字やデータの影響を受けることを説明した「数字による統治

（governing by numbers）」（Grek ２００９）や、OECDが教育データの比較を通

して各国の教育政策に影響を与えることを説明した「比較による統治（gov-

ernance by comparison）」（Martens et al.２００７）といった枠組みは、PISAの結

果が規範として機能していることを説明している。もう一つは、PISAで評価

しようとする能力観（以下、PISAリテラシーとする）の側面である。例えば、

わが国の場合、「PISA型学力」という言葉や全国学力調査における B問題の

存在のように、教育内容の規範として PISAが教育政策・制度に取り込まれて

いることがわかる。

これまでの PISAの影響を論じる研究の多くは、例えばランキングの功罪を

論じるように、PISAの結果という規範に着目する傾向があった。その理由の

一つとして、教育内容の規範として PISAが影響を及ぼしている事例がそれほ

ど多くないことが挙げられる１。しかしながら、教育内容は各国の社会的状況、

文化的風土や伝統等が直接的に反映されるものであり、そこにグローバルに機

１ 例えば Sato et al（２０１３）では、PISAが教育内容に影響を及ぼしている国として、日
本に加え、ドイツおよびデンマークが挙げられているにすぎない。
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能する規範として PISAが浸透するという状況は、PISAの影響を論じる上で

看過できない。教育内容の規範としての PISAに着目し、それがどのような教

育政策に入り込み、どのように教育現場に浸透していくのかという構造を検討

することは、PISAの影響を論じる上で一定の意義があると考える。

そこで本稿では、教育内容の規範としての PISAが浸透している日本の状況

を相対化する鏡としてノルウェーを取り上げ、両者の比較分析を行い、教育内

容の規範としての PISAの浸透構造の特質を検討することを試みる。ノル

ウェーを比較対象として取り上げる理由は、日本の文脈と次のような共通点を

有しているからである。一つめは、「PISAショック」と呼ばれる経験をしてお

り、PISAが国内の教育政策過程において、政治的な動きと大きく関係してい

る（利用されている）点が挙げられる。二つめは、全国的に共通するカリキュ

ラムを有する国であり、その内容への PISAの影響が先行研究で指摘されてい

る点である。三つめは、PISAショック以降に学力テストを含む全国的な評価

制度を構築し、運用している点である。

本稿ではまず、PISAの影響を論じた二つの国際比較調査を検討し、その到

達点と課題を説明する。それに基づき、次に両国の状況を分析する。分析にお

いては、PISAの受容の政治的背景、教育内容が浸透する教育制度構造、そし

て PISAが浸透する構造について検討を加える。最後に、両国の比較を通して、

教育内容の規範としての PISAの浸透構造の特質を考察する。なお、本稿は主

に関連資料及び文献を整理し、それを分析するものであるが、ノルウェーの状

況については筆者が２０１５年２月に行った現地調査の結果も補足的に活用する

こととする２。

２ 現地調査では、政府組織である Norwegian Directorate for Education and Trainingの
職員、オスロ市内の小中学校に勤務している現職教員（校長を含む）、そしてノルウェー
における PISAの影響に関する研究を進めているオスロ大学の Svein Sjøberg教授に対し
てヒアリング調査を実施した。なお本稿は、日本比較教育学会第５１回大会（２０１５年６
月１３日）での自由研究発表資料「PISAの浸透構造に関する教育制度研究―日本とノル
ウェーの比較分析―」を加筆・修正したものである。
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２．PISA の影響に関する国際比較調査からの知見

PISAの影響を論じる研究は、上述のように国内外で多く散見されるが、最

も大規模な国際比較調査を行ったものとして Hopkins et al.（２００８）による調査

が挙げられる。これは、PISAの運営理事会（governing board）が PISAの影

響を測定する目的で企画し、依頼を受けた Hopkinsらが外部評価という形で

PISAの影響をまとめたものである。調査は２００７年から２００８年に行われてお

り、４３カ国・地域における政策策定者や学校長、教育学者等の計５４８人から

回答を得たアンケート調査と、カナダ・香港・ノルウェー・ポーランド・スペ

インの質的な事例研究の成果が示されている。以下、本稿に関係する結果を確

認しておこう。

まずアンケート調査の結果として、日本およびノルウェーともに、PISAが

政策形成に大きな影響を及ぼしている国に分類されている３。その他には、ド

イツやデンマーク、スウェーデンなども含まれており、「PISAショック」を経

験している国が該当していることがわかる。次に、各国・地域の教育評価制度

と PISAの適合性（compatibility）について、対象となる生徒の年齢や学年は

適合しているものの、各国が求める学習スキルや全国カリキュラムと PISAリ

テラシーはそれほど適合していないとされている。ただし、PISAリテラシー

の重要性を多くの回答者が認識している。次に、５カ国の事例研究を通して、

PISAを意識して直接的・間接的に導入された政策の具体的な特徴が明らかに

されている。それは、全国カリキュラムの改訂、新しいカリキュラムと教育評

価・指導の連動（教育評価の改訂や教師教育改革）、そしてアカウンタビリティ

への焦点化である。また両調査ともに、PISAは地方レベルではなく、国家レ

ベルにより大きな影響を及ぼすものであり、したがって学校現場の実践にはあ

３「どの程度 PISAが影響を及ぼしたと考えるか」という問いに対して、「極めて（ex-
tremely）」もしくは「非常に（very）」と回答した者の割合の高さを基準に、各国・地域
を３つのカテゴリーに分類している。

― 734―

（ 4）



まり影響を及ぼしていない点が指摘されている。その理由として、PISAの結

果の普及（dissemination）がうまく組織化されていないことが挙げられてお

り、報告書全体の提言の中で、いかに PISAを各国・地域内で普及させるかが

重要な検討課題として指摘されている。

この外部評価調査の結果を利用し、さらに発展させることを目指したのが

Breakspear（２０１２）の調査である４。調査は、PISA運営理事会に参画する各国

の代表者を対象に２０１１年にアンケートの形式で行われており、３７名から回答

を得ている。この調査は、対象人数の規模において限界があるが、PISAの教

育内容としての規範性に着目した調査計画を立てており、本稿の視点と共通す

る。具体的には、各国・地域の政策策定プロセスにおける PISAの位置づけを

検討するのに加えて、教育評価、全国カリキュラムの基準、そしてパフォーマ

ンス目標という「規範的な」政策の中で PISAがどう統合・活用されているの

かを分析している。

まず、教育評価との関連については、PISAが教育評価制度の導入を促した

り、PISAの結果を国内の制度を補足するために活用したりといったことに加

え、教育評価のベスト・プラクティスとして活用されている点が指摘されてい

る。この場合、評価に関する技術的・方法論的な側面だけではなく、日本のよ

うに PISAの問題項目を活用している国・地域も存在している。次に全国カリ

キュラムの基準については、PISAリテラシーと整合する形で改訂を行った国

として、日本およびノルウェーが挙げられている（他には、韓国、メキシコ、

チリ、スロバキア、スペイン）。また、オーストラリアやカナダのように、以

前より PISAリテラシーと全国カリキュラムの基準が整合している事例も

ある。

４ 調査結果は、OECDの教育ワーキングペーパーの第７１号という形で発行されている。
この教育ワーキングペーパーは、OECDの教育訓練局の活動をベースにした研究成果の
公開を目的としている。
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以上の二つの調査結果を概観すると、次のように整理できる。PISAは、教

育評価制度や全国カリキュラムといった各国・地域の「規範的な」政策に影響

を及ぼすようになっており、国によっては、教育内容の規範として PISAが機

能している。Hopkinsらの調査では、教育評価制度と PISAの適合性があまり

高くなかったが、Breakspearによる調査ではベスト・プラクティスとしての

活用が見られるようになった。また、全国カリキュラムの基準と PISAリテラ

シーの整合性を確保する事例もある。これらから、教育内容の規範としての

PISAの位置づけが大きく変容し、各国・地域に与える影響が拡大してきたこ

とがわかる。

一方で、両調査ともに関係者への意識調査であるため、どこまで実態を反映

しているのかは不明である。二宮他（２０１０）の研究では、全国カリキュラムの

内容分析を通して、PISAの影響を検討している。具体的には、ドイツと日本

では明確な影響を看取できる一方で、フィンランドやベルギーでは PISA以前

に PISAに類似する概念（リテラシーやコンピテンシー）を含んでいたために

影響とは判断できない点が明らかにされており、上述の Breakspearの指摘と

共通する。さらに二宮他（２０１４）では、各国の学力テストの分析の一端として

PISAリテラシーを測定する内容を含むかどうかを検討しているが、ほとんど

の国において明確な影響を看取できていないとしている。

ここで指摘しておきたいのが、教育内容の規範としての PISAが全国カリ

キュラムや教育評価制度に影響を及ぼしていることを説明するだけでは、PISA

が教育政策の全体や教育現場に浸透していると説明することはできない点であ

る。例えばWestbury（２００７）は、２００５年に改訂された米国カンザス州の科学

教育基準（進化論だけではなくインテリジェント・デザイン論も教授するとい

う内容）をとりあげ、活発な論争が行われた一方で、カンザス州内の学区は州

基準の内容を教える義務がないことを説明し、「表面上の権威的な意志決定は、

実際、現場を指揮する公的な権限を有していない」（p．４６）と指摘する。つま
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り、全国カリキュラムがどのような性質を持つ制度なのか、また教育内容を浸

透させる制度的構造（全国カリキュラム、教育評価、教科書、教員研修等）に

おいて、全国カリキュラムや教育評価がどう位置づけられているのか、といっ

た教育制度構造を踏まえて PISAの影響を論じる必要がある。それによって

PISAが「制度上」どの程度浸透しているのかを検討できる。

そこで本稿では、教育内容に関する制度として、特に全国カリキュラムに着

目し、その制度的構造を明確にした上で、そこに PISAがどのように入り込ん

でいるのか、そしてどのように浸透していく構造となっているのかを検討して

いくこととする。

３．日本におけるPISA の浸透構造

（１）PISA の政治的受容

日本の「PISAショック」は、２００３年の PISAの結果によるというのが一般

的である。２０００年前後から表出したいわゆる「学力低下論争」の中で、この

結果は学力低下を証明する根拠として利用され、その後の学力政策に大きな影

響を及ぼしたことは周知の通りである。ただし、こうした PISAの受容は政治

的に行われるというのが、教育借用（educational borrowing）の枠組みでは一

般的な見解とされる。Steiner−Khamsi（２００４）が指摘するように、国際的なラ

ンキングが影響を及ぼすのは、教育改革に関する論争がすでに存在しているか

どうかにかかっているのであり、政治家や政策策定者が自らの主張を進める時

の付加的・外的なサポートが必要な時にだけ国際的なランキングが活用される

わけである（p．２０８）。

日本における PISAの政治的受容については、Takayama（２００８）において

詳しく論じられている。まず、PISA２０００と PISA２００３の結果について、主要

新聞がどう報じたかが比較されている。PISA ２０００の場合は、特段、学力低下

と結び付けて論じられることはなかったものの、PISA ２００３の場合は、ランキ
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ングの低下という点において大々的に学力低下と結び付けて論じられたと指摘

している。その際、各新聞では文部科学省（特に当時の中山文部科学大臣）に

よるコメントが利用されており、この点について学力低下という言説を作りだ

したと考察している５。そして、文部科学省が PISA２００３の結果に関するネガ

ティブな言説を作りだした理由として、文部科学省がゆとり教育に対する一般

からの反発に加え、新自由主義的改革を求める政府内でのプレッシャーを抱え

ており、ゆとり教育の転換と全国学力調査の導入という難しい改革を進める契

機が必要であったからと指摘する。

この Takayamaの議論に対して、鳶島（２０１０）はなぜ PISA２００３の結果が利

用されたのかという論点を提示し、その理由を論じている。すなわち、「文科

省が教育政策の理念の一貫性を主張しつつ政策転換を実行に移すためには、そ

の契機として『学力低下』を認める際の主たる根拠が『新学力観』にちかい学

力観にもとづく PISAの結果であることが必要だった」（１２７頁）としており、

ゆとり教育の転換と文科省自身が主張してきた学力観の維持を両立させるため

には、PISA２００３が必要であったとしている。

（２）教育内容の制度構造：学習指導要領の基本的性格

日本の学習指導要領において、教育内容の規範としての PISAが影響を及ぼ

したのは、２００８年の改訂時である。２００８年の学習指導要領では、本文そのも

のには PISAという言葉は登場しないが、改訂の基となった中央教育審議会答

申『幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の

改善について』においては、改訂の背景や趣旨、具体的な指導方法といった記

５ PISA２００３の結果について、数学分野に関しては平均値の低下および順位の低下の統
計的な差異はなかったこと、新聞報道において PISAへの参加国数が増加している背景
が無視されていたこと、読解力の弱さについては文部科学省側は想定内であったこと等
を指摘し、学力低下という言説は作りだされたと主張している（Takayama２００８，
pp．３９６－３９８）。

― 738―

（ 8）



述において PISAが引き合いに出されていることがわかる。また、言語活動の

充実や理数教育の充実は、PISAの領域を反映しているものであり、特に言語

活動の充実は、読解力分野のランキング低下を受けて、具体的な指導方法とし

て盛り込まれた（Ninomiya and Urabe２０１１）。

日本における教育課程の編成上、学習指導要領は大綱的基準と位置づけられ

ている。また、２００３年の一部改訂時において、学習指導要領は「最低基準」と

位置づけられ、「各学校で学習指導要領に示している内容を確実な定着を図る

ための指導を行った上で、子どもの実態に応じて、必要に応じ、学習指導要領

に示されていない内容を指導することができる」６とされている。つまり、地方

自治体や学校レベルでの教育課程編成の自主性が尊重され、内容の大綱化（規

制緩和）が進められている。とはいえ、「告示」とされる学習指導要領には一

定の法定拘束力が存在する。最低基準の内容によっては、「学校の教育課程編

成の余地は大きく制約されてしまう」（子安 ２０１１、６０頁）可能性もあり、詳

細な教育内容が学習指導要領を通して浸透する制度的構造となっているとも指

摘できる。

（３）教育内容の規範としてのPISA の浸透構造

上述のように、２００８年に改訂された学習指導要領の本文では、PISAという

言葉は存在しないし、明確に PISAリテラシーが記載されているわけではない。

２００８年の学習指導要領は、１９９８年の学習指導要領で登場した生きる力の重視

を継承するという特徴を有する。しかし、豊泉（２００８）が指摘するようにその

意味は大きく異なる。１９９８年の学習指導要領では、いじめや登校拒否といっ

た学校にかかわる問題を念頭に置いたものとして生きる力が位置づけられてい

た。対して、２００８年の学習指導要領では、「『知識基盤社会』と呼ばれる現代

６ 文部科学省ホームページより
（http : //www.mext.go.jp/a_menu/shotou/gakuryoku/faq/００１.htm,２０１５／０６／０３）。
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社会の構造変化に適応して『生きる』ために、子どもたちが学校で習得すべき

『主要能力』へと変化し」（６頁）、生きる力が再定義されたと指摘している。

そして、生きる力は、確かな学力、豊かな心、健やかな体という日本の伝統的

な教育観である知・徳・体から構成されると位置づけられ、学習指導要領では

総則において示されている。

以上を踏まえると、教育内容の規範としての PISAの浸透構造は次のように

説明できる。PISAリテラシーは、生きる力という従来から存在する概念に包

含される形で学習指導要領に盛り込まれた。特に、確かな学力における思考力・

判断力・表現力が PISAの内容と共通する（佐々木他 ２０１２）。そして、それ

は知・徳・体という伝統的な教育観と結び付けられ、新たな概念という形では

なく、これまで重視していたものを尊重する形で浸透したということである。

また、ゆとり教育が批判される中で「さして深刻な批判を受けることのなかっ

た」（豊泉 ２００８、５頁）とされる生きる力（さらに伝統的に重視されてきた

知・徳・体）と結び付くことで、PISAに対する批判的要素（例えば、経済的

競争力に結び付くといった類のもの）が払拭され、よりスムーズに受け入れら

れた７。なお、松下（２０１０a）が指摘するように、日本の場合、OECDのキー・

コンピテンシー（ライチェン・サルガニク２００６）の一要素に焦点化した PISA

リテラシーを他の要素と切り離すという「ある種の屈折を経て移入されてい

る」（２３頁）わけだが、それは逆に PISAだけを元々ターゲットにしていたこ

と意味していよう。

また、生きる力の一部としての PISAは、学習指導要領において、直接的な

７ この点、鳶島（２０１０）は、「生きる力」の再定義が、経済学的学力論と教育学的学力
論との間の「協定」ないしは「妥協」の構造を作る上で、重要な役割を果たしたと論じ
ている。一方、松下（２０１４）は、特に教育研究者を中心に PISAリテラシーがそもそも
肯定的に受容されたと指摘する。その理由としては、結果として新自由主義的な教育と
は一線を画すと見なされていたフィンランドが PISAで成功していた点や、フレイレや
ユネスコといった「リテラシー」という概念の持つ肯定的なイメージを活用することが
できた点を挙げている。
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内容や指導方法ではなく、教育の目標に入り込んでいる点も指摘しておきたい。

それは、学習指導要領の総則の根拠となる学校教育法第３０条において、確か

な学力の内容が規定されている点からもわかる。これは、安彦（２００８）が指摘

するように、学習指導要領の内容的「規制緩和」の方向性は変わらないが、目

標に関する細かな規定が設けられることで、中央からの強い規制がかけられて

いると解釈できる。とはいえ、確かな学力や生きる力の規定だけでは、「それ

ほど実際の教育実践に不自由を生むものではない」（同、１５頁）。しかし、新

自由主義的教育改革の特徴の一つであるアカウンタビリティの強化やニュー・

パブリック・マネジメント（以下、NPMとする）に基づく教育評価制度の導

入がセットとなれば、事情は異なるであろう。この点、上述のように、２００７

年度から実施されている全国学力調査において、いわゆる B問題という形で

PISAの問題と類似するものが含まれていることが重要な構造的特徴となる。目

標を達成できたかを評価するという目標管理型の構造が整うことで、その目標

自体が教育政策や教育現場に浸透しやすくなる。PISAが目標として入り込ん

でいることにより、目標管理型の構造を経て、PISAが浸透することを意味し

ていよう。

４．ノルウェーにおけるPISA の浸透構造

（１）ノルウェーにおける教育改革の概況

PISAがノルウェーの教育に与えた影響を論じるにあたって、教育改革の動

向を押さえておこう。第二次世界大戦後、社会民主主義の路線を堅守していた

ノルウェーの教育政策・制度に大きな変化が訪れたのは、１９８０年代である。

１９８１年から１９８６年までの保守系連立政権（保守党、中央党、キリスト教民主

党）下では、ボンデビック（Kjell Magne Bondevik）教育大臣（１９８３－１９８６）

によって、国の経済発展に向けた新自由主義的な方向へ教育政策を転換させる

ことが目指された（Wiborg２０１３）。一方で、社会民主主義路線を作ってきた労
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働党の中でも、これまでの教育政策の路線への批判が表れた。その代表格が、

後の教育大臣となるハーネス（Gudmund Hernes）であり、「学校は社会のニー

ズ、特に社会における経済発展のニーズを満たすことができていない」

（Volckmar ２００８，p．２）と批判した。労働党は、１９８６年に政権を奪還し、１９９７年

に至るまで（厳密には１９８９年に保守連立政権が誕生するが EU加盟をめぐっ

て１９９０年に交代する）、教育改革を遂行することになった。

１９９０年代は、北欧諸国にとって新自由主義的改革の波が押し寄せる時期で

あるが、ノルウェーの場合、スウェーデンやフィンランド程の急進的な改革は

行われなかった８。その理由としては、北海油田の開発により１９８０年代からの

経済危機を回避できたことに加え、労働党が政権を握っていたことにより社会

民主主義的な価値が教育政策において重視されたことが挙げられる。特に、１９９０

年から５年間にわたり労働党政権下で教育大臣となったハーネスの影響は大

きかった。ハーネスが１９８０年代に批判したのは知識水準の低さであり、彼が

目指したのは多様な生徒に対して一定程度の知識を身につけさせ、文化遺産と

いう共通の知識基盤を構成することで、社会におけるコミュニケーションを促

進することであった（中田 ２００９）。ハーネスは「知識の結束（knowledge soli-

darity）」（Volckmar ２００８，p．８）を目指し、国の統制を維持した社会民主主義的

な教育政策を進めることになった。１９９４年には、総合型の後期中等教育制度

を作り、すべての１６－１９歳に後期中等教育を受ける権利を保証するとともに、

高等教育進学コースと職業コース間の移動を可能にした。１９９７年には、義務

教育年限をこれまでの９年から１０年へと延長し、６歳からとした。そして同

年、全国カリキュラムを改訂し、これまでの大綱化されていたものから、何を

いつ教えるのかということまで詳細に内容を国が規定することで、知識の質の

８ もちろん、「スウェーデンやフィンランドと比して」という意味であり、ノルウェー
においても１９８０年代後半から１９９０年代にかけて、「目標管理」と「分権化」という形
で NPMが教育政策にも導入されており、従来の社会民主主義的な教育政策からの変容
が確認できる（Møller, and Skedsmo２０１３a）。
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確保を図ったのである。

その後、１９９７年に政権が再び保守連立に移ると、ハーネスの路線は徐々に

薄れていく。１９９８年にハーネスの教育改革を法的に位置づけた「教育法（Edu-

cation Act）」が制定されるが、その後政権は、脱中央集権化を進めることにな

る。例えば、全国カリキュラムの内容を緩めたり、国による教科書検定制度を

廃止したりといった施策を講じている（Wiborg２０１３）。１９９９年になると、再度

政権交代が起こり、労働党の単独政権が誕生するが、２０００年にはまた政権交

代が起こる。こうした政治的混乱の中で登場したのが PISAであり、PISA２０００

の結果による「PISAショック」であった。

PISAショック後の教育改革は、２００１年から２００５年にかけて成立した保守

連立政権の教育大臣であったクレメット（Kristin Clemet）によって先導され、

それは２００６年に導入された「知識向上（Knowledge Promotion）」と呼ばれる

初等中等教育改革として結実する。この改革の目的は、「すべての児童生徒が

知識社会に積極的に参画するために基礎的なスキルおよび能力（competence）

を伸ばすこと」（Norwegian Directorate for Education and Training２００７，p．１）

とされており、２００６年の全国カリキュラムの改訂・大綱化を中心に、教育評価

制度の整備などが行われた。この知識向上改革のベースは、２００３－４年度に発

表された教育省白書『学習の文化（Culture for Learning）』にある。この白書は、

新しい教育の統治モデルとして、分権化や規制緩和、目標管理、学習成果とア

カウンタビリティ等に着目する新自由主義的改革を志向するものであった。

全国カリキュラムについては後述するため、ここでは教育評価制度の整備に

ついて説明を加えておこう。２００６年の全国カリキュラムの改訂に先立ち、国

家質保証システム（national quality assessment system）という形で様々な評

価制度が２００４年以降に構築されていった９。その中でも、２００４年に導入された

９ 国家質保証システムの諸制度としては、全国テストに加えて、PISA等の国際調査、保
護者や生徒等への関係者調査、学校査察、学校情報ポータルが重要な要素として挙げら
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全国テストは、全国カリキュラムとの親和性という点において、重要な位置づ

けにある。導入当初からの変更を経て、現在では、第５、８、９学年のすべての

児童生徒を対象に行われている。実施時期は秋であり、それぞれの学年に進級

してすぐに受けることになる。第５、８学年では英語、リーディング、数学の

テスト、第９学年ではリーディングと数学のテストが行われる１０。テストの結

果は、各学校や自治体の教育改善のために利用されるが、アカウンタビリティ

の目的としても一部利用される。この場合、国が運営する学校ポータルサイト

に情報が提示されるが、ユーザーを限定する等の措置が講じられている（Nor-

wegian Directorate for Education and Training２０１１，p．３６）。

こうした新自由主義的な教育改革路線は、２００６年に労働党が政権を執った

後も、ある程度継続されている１１。かといって、労働党は社会民主主義路線の

教育政策を完全に捨てているわけではない。例えば、私立学校制度については、

保守連立政権下で緩和された参入基準を元に戻し、規制を強化した（Imsen

and Volckmar２０１４）。また、教育評価制度に関しても、評価の結果をいかに活

用できるのかという形成的評価のさらなる充実を目指した多様なプロジェクト

を推進している（Hatch２０１３）。

（２）PISA の政治的受容

ノルウェーにおける PISAの受容も日本と同様に政治的性質を有する。

Sjøberg（２０１５）によると、ノルウェーの PISAショックであった PISA２０００の

結果の受容には、二つの特徴があるという。一つは、メディア特に新聞報道に

よって、PISAのイメージが公衆に伝えられたという点である。そのイメージ

れている（Norwegian Directorate for Education and Training２０１１，p．１４）。
１０ 英語のテストは、英語の習得度という基礎的なスキルを測定するものであるのに対し
て、リーディングと数学のテストでは、すべての教科で求められるような基盤となるス
キルを測る性質も有している（Norwegian Directorate for Education and Training２０１４）
１１ この点は、イシューに対する党を超えたコンセンサスが形成されるというノルウェー
の政治的性質が指摘されている（Wiborg２０１３，p．４１６）
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は、当時のクレメット教育大臣による次の発言を通して作られたとされる。そ

れは、「ノルウェーは、学校の敗者である。今、それが示された。まるで、冬

期オリンピックから金メダルなしで帰国するかのごとくである」（Aftenposten,

January２００１ cited by Sjøberg（２０１５），p．１１４）という発言であり、あくまで

も OECD平均であった結果が「敗者」という形でイメージされたのである１２。

もう一つが、先述の教育大臣の発言にあるように、政治的に利用されたとい

う側面である。PISA ２０００の結果が出された３ヶ月前の２００１年１０月に政権交

代が起こった。２０００年３月から政権を握っていた労働党に代わって、保守党、

キリスト教民主党、自由党による中道右派の連立政権が誕生した。当時の教育

副大臣であったベルゲセン（Helge Ole Bergesen）は、退任後の自著において、

PISA２０００の結果が政権にとって「好調な出だし（flying start）」となったと指

摘している（Sjøberg ２０１５，p．１１５）。つまり新政権にとって、PISA ２０００の結

果はそれまでの教育改革の問題点を表してくれるものであり、自らの教育改革

を進める上で、非常に都合良く機能したのである。この点、Steiner−Khamsi

（２００４）が「タイミングがすべて」（p．２０９）と語るように、ノルウェーの PISA

の受容は、政権交代というタイミングで行われたことに大きな意味がある。

（３）教育内容の制度構造：全国カリキュラムの位置づけの変容

教育内容の規範としての PISAは、２００６年に改訂された全国カリキュラムに

盛り込まれたとされる。この時の改訂は、知識向上計画という総合的な教育改

革の枠組みの中で行われたものであるため、全国カリキュラムの位置づけその

ものも変容している。ここでは、全国カリキュラムの制度的な位置づけの変容

を検討しよう。

１２ PISA２０００の結果に対するこうした反響に比べて、１９９５年の TIMSSの結果（４年生
の科学の点数がヨーロッパで最下位）の時は、特に議論にはなっていなかった。それゆ
えに、PISA２０００の結果がでるまでは、教育政策に対する政府関係者の自己満足度が高
かったとされている（Elstad２０１１，p．１１２）。
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そもそもノルウェーにおいて、全国カリキュラムとは「国と教師の間の契約」

としてみなされるものであり、国家によるカリキュラム策定と地方によるカリ

キュラムに基づく活動というように分業を含意するものであったとされている

（Møller and Skedsmo２０１３b，p．６４）。そのため、教師は国によって定められた

カリキュラムの方針に従う責任があった一方で、その枠組みの中であれば、専

門的な判断に基づいて地域に合わせた実践を展開できた。つまり、全国カリキュ

ラムは「教師の日々の活動を支援する」（Sivesind et al. ２０１３，p．１６５）ものと

して存在していたわけである。

この性格が大きく変容するのが、１９９７年の全国カリキュラムの改訂時であ

る。当時の教育大臣ハーネスは国家としての知識の結束を高めるために、大枠

しか設定していなかったそれまでの全国カリキュラムの位置づけを大きく変え

た。すなわち、それぞれの教科に基づいて、どの学年の児童生徒には何を教え

なければならないのかを明確に示したのである１３。とはいえ、この時のカリキュ

ラムは教師が何をしなければならないのかということを明示しているわけでも

ないし、学習成果を評価する基準を示しているものでもない。その点において、

あくまでも「インプット」を規定するものとして存在していた（Sivesind et

al.２０１３）。

２００６年の全国カリキュラムの改訂は、さらにその位置づけの変容を伴うも

のであった。その特徴は、規制緩和というテーマの一環で内容が大綱化された

点にある。しかし、それは１９９７年以前の全国カリキュラムの位置づけに戻っ

たことを意味するわけではない。確かに、具体的な教育内容やその内容の組織

に関する規定は緩和されたが、一方で新たに付加されたのが目標である。具体

的には、各教科において目標となる「コンピテンス目標（competence aims）」

が第２、４、７、１０学年に設定されている。例えば、英語における第２学年のコ

１３ 具体的な内容については、中田（２００９）を参照されたい。
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ンピテンス目標（口語コミュニケーション領域）の一つには、児童が「挨拶が

でき、簡単な応答ができ、丁寧な表現を活用することができる」１４ようにする

ことが目標とされている。中田（２００９）が指摘するように、「生徒が授業でど

のような学習をするかではなく、授業を受けたあとで何ができるようになるか」

（１２６－１２７頁）ということに焦点が当てられたわけである。また、このコンピ

テンス目標の内容は、各教科を通して身につける５つの基礎的なスキル（口語

スキル、自分自身を書いて表現できること、読めること、数学的リテラシー、

デジタル・スキル）の内容に基づいている。

こうした大綱化された全国カリキュラムの位置づけによって、それまでより

教師の指導の自由度が高くなったと指摘することもできる。しかし、国家質保

証システムや教育評価制度との関係性を踏まえれば、２００６年の改訂によって、

全国カリキュラムはこれまでの教える内容ではなく、目標を細かく記述した学

習成果を管理するための道具として位置づけられたと考えられる。Solhaug

（２０１１）が NPMの観点から指摘するように、全国カリキュラムは「適切な『ア

ウトプットの統制』のためにすべてデザインされた」（p．２７２）と捉えること

ができる。

（４）教育内容の規範としてのPISA の浸透構造

北川（２００７）は、２００６年に改訂された全国カリキュラムの特徴を次の四点

にまとめている（１０７－１０８頁）。それは、①言語学習の強化、②コンピテンス

達成目標の重視、③基礎的スキルの重視、④聾及び強度難聴者並びにサーミの

ための教育課程の重視である。特に①、②、③の特徴は、教育内容の規範とし

て PISAが全国カリキュラムに盛り込まれていることを意味している。ただし、

１４ Norwegian Directorate for Education and Trainingのウェブページで掲載されている英
訳版の英語科カリキュラム（２０１３年改訂版）より
（http : //www.udir.no/kl０６/ENG１−０３/Hele/Kompetansemaal/Kompetansemal−etter−
２−arstrinn/?lplang=eng,２０１５/６/１０）。
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PISAの影響ということは明確に示されていない。そこで、全国カリキュラム

の構造を確認すると、それぞれの教科のカリキュラムでは次のような内容が含

まれている。

・教科の目的

・主となる教科領域

・教授時間

・基礎的なスキル（basic skill）

・教科におけるコンピテンス目標

・教科の評価１５

教科の内容は、主となる教科領域から構成される。例えば、英語科のカリキュ

ラムでは「言語学習、口語コミュニケーション、文語コミュニケーション、文

化・社会・文学」という４つの主となる教科領域が示されている。そして、こ

の領域ごとにコンピテンス目標が示されている。これらのコンピテンス目標は、

すべて基礎的なスキルの内容が踏まえられている。５つの要素からなる基礎的

なスキルそれぞれには、下位項目が存在している。これらはカリキュラムには

記載されておらず、『基礎的スキルの枠組み』（Norwegian Directorate for Edu-

cation and Training２０１２）という文書で示されている。例えば口語スキルの要

素には、「理解・省察する、演出する、伝える、省察・評価する」という４つ

の下位項目があり、それぞれを５つのレベルに分類したルーブリックが提示さ

れている。このルーブリックを踏まえる形で、学年にあったコンピテンス目標

がカリキュラムにおいて設定されている１６。

１５ この評価とは、義務教育段階修了時に行われる試験の内容が記載されている。
１６ ただし、『基礎的なスキルの枠組み』が示されたのが２０１２年の１０月であることを踏
まえると、近年になって、より厳密にコンピテンス目標を位置づけるようになったと考
えられる。この点は、今後の検討課題としたい。
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以上を踏まえると、まず教育内容の規範としての PISAは、コンピテンス目

標ではなく、基礎的なスキルに盛り込まれていると指摘できる。ノルウェーの

カリキュラムにおける「コンピテンス」は、OECDのキー・コンピテンシー

とは異なり、より具体的な行動側面に焦点化したものである。一方で、基礎的

なスキルはどうであろうか。Smidt（２０１１）は、OECDのキー・コンピテンシー

概念と比べると、基礎的なスキルの意味は非常に限定されていると指摘する。

ただし、単に基礎的なスキルとして存在するのではなく、各教科の文脈で定位

されている点について、「基礎的なスキルは、テキスト（text）すなわち他者

との相互作用を通して学校や世界のトピック・問題を扱う必要性を指向するも

のである。この点において、DeSeCoのキー・コンピテンシーの方向性、例え

ば『道具を相互的作用的に用いる』を指向している」（p．６５８）と指摘する。こ

の「道具を相互作用的に用いる」という要素は、まさに PISAリテラシーであ

ることを踏まえると、基礎的なスキルそのものに PISAが入り込んでいるとい

うよりは、それが各教科の中で再定位されることで PISAリテラシーの意味が

明示されていると理解できよう。

また、基礎的なスキルはコンピテンス目標へと細分化されている。コンピテ

ンス目標は、行動的側面を重視した表現となっており、それは評価しやすい形

となっていることを意味する。つまり、PISAの意味が包含された基礎的なス

キルは、全国テスト等の評価可能な形でまとめられたコンピテンス目標へと浸

透していくわけである。実際、全国テストは知識の習得度ではなく、活用可能

なスキルを問うものであり、目標の達成を評価する構造が存在している。PISA

は、その構造に基礎的なスキルを通して浸透するわけである。

５．考察

最後に、日本とノルウェーの比較分析から導き出される PISAの浸透構造の

特徴を三点指摘したい。まず一つめとしては、教育内容の規範として PISAが
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浸透する前提として、結果としての PISAが政治的に受容されており、PISA

そのものに対する抵抗が少ない状況が存在していることが挙げられる。時系列

的に考えると、結果の規範としての PISAが浸透した上で、教育内容の規範と

しての PISAが浸透することを意味し、前者は後者にとっての必要条件として

機能している可能性を意味する。政治的に作られた「PISAショック」を払拭

するためには、PISAを教育の目標と設定する必要があり、その結果、目標と

して PISAが機能する状況も作りだされることになるわけである。

二つめは、目標管理型の教育制度構造の存在である。松下（２０１０b）は、日

本の場合、目標評価システムが教育に浸透する際に、それを促進する役割およ

び媒介者として PISAを位置づけている。ただし、松下自身も指摘している通

り、PISA以前より目標評価システムは教育の領域で導入されており、PISAが

契機となってできたわけではない。むしろ、目標と評価が結び付き、結果とし

て目標やそれを達成するための施策や方法が教育現場に浸透しやすくなる構造

がすでにあった中で、PISAがその浸透構造にうまく乗っかることに成功した

と説明することもできる。ノルウェーの場合、１９８８年に OECDによる教育政

策レビューが行われ、教育の質や成果に焦点を当てた政策（特に教育評価制度）

の導入が提言された。それを受けて出された１９９０－９１年度の教育省白書では、

目標管理型の統治システムが示され、国としての教育評価制度の必要性が説明

されていた（Møller and Skedsmo２０１３a）。両国とも、全国カリキュラムに PISA

が盛り込まれる前に、全国テスト制度が構築されている。つまり、目標と評価

をつなげる制度的構造が整備された上で、PISAが目標に入り込み、その制度

的構造にうまく乗っかることができたと考えられる。

三つめは、目標としての浸透の方法である。両国ともに、PISAという名前

で直接的に入り込むのではなく、既存の要素と結び付けられている。日本の場

合は、以前より目標に掲げられていた生きる力の一要素（確かな学力）として

位置づけられている。ノルウェーの場合、基礎的なスキル自体は２００６年に新
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しく登場したものであるが、それが既存の教科の枠組み（教科の目標や内容）

の中で定位されることで PISAリテラシーの性質が体現されている。この点、

Takayama（２０１４）が指摘しているように、日本の事例は政治的な動きによっ

てグローバル・トレンドを自国に「馴化」したプロセスと説明できる１７。ノル

ウェーの場合は、政治的な動きによって、基礎的なスキルとして PISAが位置

づけられたかどうかは不明瞭であり、今後の検討課題としたい。

以上の見解は、あくまでも二カ国間比較の枠組みから導き出されたものであ

り、また両国の分析も十分とはいえず、もちろん一般化できるものではない。

特に教育内容の規範としての PISAの浸透構造の解明については、全国カリ

キュラムだけではなく、全国テストの位置づけも慎重に検討する必要がある。

例えば、全国テストの制度的位置づけが「ハイステイクス」（High−Stakes）な

性格を有するものかどうかという点は重要である。日本の場合、大阪府におい

て高校入試で全国学力調査の結果の利用したり、ノルウェーの場合、オスロ市

では独自の学力テストを実施し、点数の目標値が設定され管理されていたり１８、

国レベルではなく、地方レベルでの動きも活発化している。

また、本稿では教育現場への浸透構造については、深く分析できなかったが、

両国の比較から次の点は指摘できよう。日本の学習指導要領は、生きる力およ

びその要素である確かな学力を目標と設定し、各教科の目標や内容を規定して

いるだけでなく、それを達成するために必要な活動、すなわち「言語活動の充

実」を盛り込んでいる。対して、ノルウェーの全国カリキュラムは目標を達成

する方法論や具体的活動については記載がない。さらに、日本の学習指導要領

の内容は、教科書検定制度や教員の現職教育制度を通して、教育現場に伝わる

１７ なお、PISAを含めた「グローバルな政策アクターが政治的な力を得るのは、国内の
政策アクターが政治的な状況下で生じた緊迫した状況でアイデアやモデルを馴化するこ
とによって自らの力を活性化する時だけ」（Takayama２０１４，p．１４１）であり、その意味に
おいて日本の事例は、PISAの浸透を説明する事例となる。
１８ オスロ市内の公立中学校に勤務している現職教員へのヒアリング調査より（２０１５年２
月２７日）。
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ルートが確立している。一方、ノルウェーの場合は、教育実践において教科書

は重要な道具として機能しているが１９、検定制度は廃止されている。また、現

職教員に対する制度化された研修は存在していない。こうした相違が PISAの

浸透構造にどう関係するのかという点については、今後の検討課題としたい。
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４０７－４２３.

付記

本稿は、平成２４～２６年度科学研究費補助金基盤研究（B）「PISAの受容に見る国際標

準化とダイバーシティの対話の可能性に関する実証的研究」（研究代表者：二宮皓、課

題番号：２４３３０２３８）による研究成果の一部である。本稿に関わる構想の多くの部分は、

研究メンバーが明らかにしてきた各国の具体的事例から導き出すことができた。この場

を借りて、御礼を申し上げたい。
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